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12 月は「職場のハラス 

メント撲滅月間」です 

◆職場におけるハラスメン

トの種類と防止措置 

毎年 12月は、厚生労働省

が定める「職場のハラスメ

ント撲滅月間」です。 

職場におけるハラスメン

トは、働く人の能力を十分

に発揮することの妨げにな

るだけでなく、個人の尊厳

や人権を不当に傷つける許

されない行為です。 

ハラスメントには、職場

での優位性を背景としたパ

ワーハラスメント、性的な

言動によるセクシュアルハ

ラスメント、妊娠・出産・

育児等に関するマタニティ

ハラスメントなどがありま

す。これらは職場秩序を乱

し、生産性の低下や人材流

出、企業の社会的評価の低

下を招く重大な問題です。

正社員のみならず、契約社

員・パートタイム・派遣と

いった雇用形態を問わず、

すべての労働者が安心して

働けるよう配慮が求められ

ます。 

令和４年４月から、すべ

ての企業に対してパワハラ

防止措置の義務化がなされ

ています。パワハラとは、

①優越的な関係を背景とし

た言動、②業務上必要かつ

相当な範囲を超えたもの、

③労働者の就業環境を害す

るもの――この３つの要件

をすべて満たすものを指し

ます。 

◆職場におけるハラスメン

ト対策シンポジウムの開催 

厚生労働省では、12月 10

日に「職場におけるハラス

メント対策シンポジウム」

をオンラインで開催しま

す。 

当日は、企業や業界団体

によるカスタマーハラスメ

ント対策の事例紹介や、専

門家による講演、パネルデ

ィスカッションが予定され

ています。参加費は無料

で、事前申込み制となって

います。詳細は、厚生労働

省が運営する特設サイト

「あかるい職場応援団」で

確認できます。 

12月は、職場のハラスメ

ント防止体制を見直す良い

機会です。相談窓口の設置

状況や周知方法など、社内

の取組みを今一度ご確認く

ださい。 

【厚生労働省「あかるい職場

応援団」】 

https://www.no-

harassment.mhlw.go.jp/ 

 

2026 年 1 月から「下請法」

は「取適法」になります 

今年５月に「下請代金支払

遅延等防止法及び下請中小

企業振興法の一部を改正す

る法律」が可決・成立し、2026

年１月１日から施行となり

ます。 

この改正により、「下請代

金支払遅延等防止法」（下請

法）が抜本的に見直され、法

律名が「製造委託等に係る中

小受託事業者に対する代金

の支払の遅延等の防止に関

する法律」（略称：中小受託

取引適正化法、通称：「取適

法」）に変更となります。 

 

◆用語の変更 

「下請」や「親事業者」と

いう用語が上下関係を連想

させることから、発注者と受

注者の対等な関係づくりを



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促すことなどを目的として、

以下の用語が変更となりま

す。 

・下請代金→製造委託等代

金 

・下請事業者→中小受託事

業者 

・親事業者→委託事業者 

◆適用対象の拡大 

従来の資本金基準に加え、

「従業員数基準」（300 人、

100 人）が追加され、規制お

よび保護の対象が拡充され

ます。また、適用対象となる

取引に、荷主から運送事業者

への運送委託（特定運送委

託）が追加されます。 

◆禁止行為の追加 

これまでは「買いたたき」

規制が行われてきましたが、

「協議に応じない一方的な

代金決定」が禁止されます。 

また、政府が 2027 年３月

末までに約束手形や小切手

の利用を廃止する方針であ

るため、「手形払」が禁止さ

れるとともに、その他の支払

手段（電子記録債権等）につ

いても、支払期日までに代金

相当額満額を得ることが困

難なものが禁止されます。 

 その他の改正事項や詳し

い改正内容については、下記

の公正取引員会のリーフレ

ットやガイドブックをご確

認ください。 

【公正取引員会リーフレッ

ト「2026年１月から「下請法」

は「取適法」へ！」】 

https://www.jftc.go.jp/fi

le/toriteki_leaflet.pdf 

【公正取引員会 中小受託

取引適正化法ガイドブック

「「下請法」は「取適法」

へ！」】 

https://www.jftc.go.jp/f

ile/toriteki002.pdf 

 

12 月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別

徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 

本年最後の給料の支払を受

ける日の前日まで 

～当事務所より一言～ 

今年もあとわずかですね。

１年が本当に早い。いろい

ろありましたが、皆様のお

陰でなんとか１年元気に

過ごすことが出来ました。

本当にありがとうござい

ました。        

もう少し令和７年は残

っているので、年内にやっ

ておきたいことはやって

お き た い も の で す 。  

  

○ 年末調整による源泉徴

収所得税の不足額徴収

繰延承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税

務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控

除申告書、給与所得者の

配偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除

申告書、給与所得者の基

礎控除申告書、 

所得金額調整控除に係

る申告書の提出［給与の

支払者（所轄税務署）］ 

※提出・納付期限が、土

曜・日曜・祭日と重なる

場合は、翌日になりま

す。 


